
 
 

 　　　　　　　  安 全 運 転 管 理 者 制 度 　

 　　　　Ｑ＆Ａ
 

  　 ○安全運転管理者制度の質問にお答えします。
  

  Ｑ１　安全運転管理者制度はどんな制度？
  Ｑ２  安全運転管理者の義務は？

  Ｑ３  自動車の使用者(事業主等)の義務・責任は？
  Ｑ４　安全運転管理者等を選任しなければならない事業所は？

  Ｑ５　安全運転管理者等の資格要件は？
  Ｑ６　安全運転管理者等の選任、解任手続は？

  Ｑ７　届出に必要な書類は？

 
 

 　　　Ｑ1  安全運転管理者制度はどんな制度？
 

 

 　　　安全運転管理者制度は、昭和４０年６月の道路交通法の一部改正
 　　により創設されたもので、事業所等における安全運転の確保を図る

 　　ための制度です。
 　　　自動車の使用者（事業主等）は、運転者に法令を守らせるなど、
 　　いろいろと心を配る必要がありますが、１人ですべてをチェックす

 　　ることは不可能です。
 　　　そこで、使用者に代わって具体的なチェックを行うことを目的と

 　　して、安全運転管理者を選任させることとしています。
 

 　 【道路交通法第７４条の３第１項】  
 　 　自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、規定  
     の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者を選任し

 　　なければならない。
 　

　　◆罰則　安全運転管理者を選任しなかった場合…５０万円以下の罰金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 　 Ｑ2　安全運転管理者の義務は？

 　　⑴ 安全運転管理に関する義務  
 　　　　(道交法第７４条の３第２項、道交法施行規則第９条の１０)

 　　 ○　運転者に対して安全運転確保のため交通安全教育指針に基づ    
 　 　　 く交通安全教育を行うこと。    

     　　 ○　運転者の運転適性、技能及び知識並びに法令等の遵守状況を
       　　 把握すること。

     　　 ○　自動車の運行計画を作成すること。
     　　 ○　長距離、夜間運転時の交替運転者を配置すること。

       　　 ○ 異常気象時等に安全確保に必要な指示と措置を講ずること。
       　　 ○ 点呼等により、運行前点検の実施、飲酒・過労・病気等の確

       　　 認を行い、安全運転の確保のため必要な指示を行うこと。
 　　　　○ 運転前後の運転者の状態（酒気帯びの有無）を目視等により  

 　　　　　確認すること。
 　　　　　　酒気帯び有無の確認内容を記録し、当該記録を１年間保存す

 　　　　　ること。
 　　　　　（令和４年４月１日施行）

       　　 ○ 運転前後の酒気帯び確認をアルコール検知器を用いて行うこと。
 　　　　　　アルコール検知器を常時有効に保持すること。

 　　　　　（令和５年１２月１日施行）
     　　 ○　車両に運転日誌を備え付け、運転者に記録させること。

     　　 ○　運転者に対し、自動車の運転に関する技能・知識等安全運転
　　 を確保するため必要な事項について指導を行うこと。      

 

      Ｑ3  自動車の使用者(事業主等)の義務・責任は？

      ⑴　安全運転管理者等に公安委員会が行う講習を受講させること。
 　　　（道交法第７４条の３第９項）

 　　 　 ○　講習は年１回（６時間 、受講料は５，１００円です。  ）
 

⑵ 自動車の使用者又は安全運転管理者等は、公安委員会から説明を求めら　    
 　　　れた場合に、必要な報告又は資料を提出すること。

 　　　（道交法第７５条の２の２第１項）
 

　⑶ 自動車の使用者等は、業務に関し、自動車の運転者に対して、次の違反    
 　　　を下命又は容認しないこと。

 　　　　※自動車の使用者等には安全運転管理者も含まれます。
 　　　（道交法第７５条第１項）

　　 ○酒酔い・酒気帯び運転　○麻薬等運転　○過労運転　　　　　　　　    
 　　　　○無免許・無資格運転　　○最高速度違反運転 　○積載制限違反運転 

     　　 ○放置駐車違反
 

 　　 　　　　　　　⑷ 自動車使用制限命令違反（道交法第７５条第２項）  
　　　　自動車の使用者等が上記規定の違反行為を下命・容認して運転者が違反
　　　行為をし、著しく交通の危険を生じさせたり、交通の妨害となるおそれが
　　　あると認められるときには、その自動車の使用者は、公安委員会から、自

 　　　動車の使用制限命令を受けることになります。
　　　　命令に従わない場合は、自動車使用制限命令違反となります。



  Ｑ４  安全運転管理者等を選任しなければならない事業所は？
 

 　Ａ：　乗車定員１１人以上の自動車は１台以上、その他の自動車は
 　　　５台以上を使用している事業所が対象です。

  
 　 　　 具体的には

 

  　 　 　 　 ◎　乗車定員１１人以上の自動車（マイクロバス等）を１台以上使用
  　　　　◎　自動車を５台以上［二輪車は1台を0.5台と計算する (50cc以下の

 　　　 　　一般原動機付き自転車を除く)］
 

 ※  宮城県内に営業所等が点在する事業所においては、各営業所等ごとの自動車の
 台数であり、全ての営業所等の自動車の台数を合算したものではありません。

 ※  支店、営業所などでも規定台数以上の自動車を使用している場合には、
 支店、営業所など拠点ごとに安全運転管理者を選任しなければなりません。

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 　

 
 
 
 

 　　注１：運行管理者を選任している事業所については、安全運転管理者を選任する
 　　　　　必要がありません。

 　　注２：事業所が保有する貸出専用の車両については、選任台数として数えません。　　  
  　 注３：自動車運転代行業者の特例

 　　　　・自動車運転代行業者については、使用台数にかかわらず、全ての営業所において
 　　　　１台から安全運転管理者を選任しなければなりません。

 　　　　・車両１０台ごとに副安全運転管理者の選任が必要です。

 
 
 

   乗 車 定 員 １ ０ 人 以 下 の

自 動 車 ５ 台 以 上 の 事 業 所

    乗 車 定 員 １ １ 人 以 上 の

自 動 車 １ 台 以 上 の 事 業 所  又 は

 安 全 運 転 管 理 者
 道 路 交 通 法 施 行 規 則

第 ９ 条 の ８

自 動 車 の 使 用 の 本 拠

（ 営 業 所 や 部 署 等 ）

ご と に １ 名 を 選 任

 二輪車

 ( 5 1 c c以上 )は

２ 台 で １ 台 分

 自 動 車  
 ２ ０ 台 以 上

の 事 業 所

 副 安 全 運 転 管 理 者
 道 路 交 通 法 施 行 規 則

第 ９ 条 の １ １

 ２ ０ 台 ご と に １ 名 の

選 任 が 必 要 と な る 。

台 数 選 任 数

～ 台 不 要1 19  
～ １ 人20 39  
～ ２ 人40 59  

 ～ ３ 人60 79  



 Ｑ５　安全運転管理者等の資格要件は？
 

 

安 全 運 転 管 理 者 等 の 資 格 要 件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 　※　運転管理とは、車両（物）だけでなく、運転者（人）も管理することをいいます。
 

 ★ 　 年 齢

 ２ ０ 歳 以 上 の 人

 （副安全運転管理者が置かれる

 　場合は、３０歳以上)

 ★ 　 管 理 経 験 等

 運 転 管 理 経 験 が

 ２ 年 以 上 の 人

★ 必 要 な 権 限

 を 有 す る 人

    安 全 運 転 管 理 の

  た め に 必 要 な 権 限

  が 与 え ら れ て い る

   人 (課 長 職 等 )

（ 道 交 法 第 ７ ４ 条 の ３ 第 ７ 項 ）

 安 全 運 転 管 理 者
 道 路 交 通 法 施 行 規 則

第 ９ 条 の ９

 ★ 　 一 定 の 違 反 ・ 事 故 の 前 歴 が な い こ と 。
 ○ 　 過 去 ２ 年 以 内 に 公 安 委 員 会 の 安 全 運 転 管 理 者 等 の 解 任 命 令 を

 　 受 け た こ と の な い 人 。

 ○ 　 過 去 ２ 年 以 内 に 次 の 違 反 行 為 を し た こ と の な い 人 。

 　 ◎ 　 ひ き 逃 げ 、 酒 酔 い ・ 酒 気 帯 び 運 転 、 麻 薬 等 運 転 、 無 免 許 運 転 、

 　 　 妨 害 運 転

     ◎ 飲 酒 運 転 （ 酒 酔 い ・ 酒 気 帯 び 運 転 ） に 関 し 車 両 等 を 提 供 す る

 行 為 、 酒 類 を 提 供 す る 行 為 及 び 依 頼 ・ 要 求 し て 同 乗 す る 行 為 、

 無 免 許 運 転 に 関 し 車 両 等 を 提 供 す る 行 為 及 び 依 頼 ・ 要 求 し て

 同 乗 す る 行 為

 　 　 ◎ 自 動 車 の 使 用 制 限 命 令 違 反  
 　 ○ 　 過 去 ２ 年 以 内 に 次 の 違 反 行 為 を 下 命 ・ 容 認 し た こ と の な い 人 。

 　 　 ◎ 　 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格

 運 転 、 最 高 速 度 違 反 運 転 、 積 載 制 限 違 反 運 転 、 放 置 駐 車 違 反

 副 安 全 運 転 管 理 者
 道 路 交 通 法 施 行 規 則

第 ９ 条 の ９

 ★ 　 年 齢

２ ０ 歳 以 上 の 人

 ★ 　 管 理 経 験 等

    運 転 管 理 経 験 が １ 年

  以 上 か 、 運 転 経 験 が ３

  年 以 上 の 人

★ 係 長 又 は 相 当

職 以 上 に あ る

人 が 望 ま し い 。



  Ｑ６　安全運転管理者等の選任・解任手続は？
 

 

   　安全運転管理者（副安全運転管理者）等の選任・解任の手続
 

   ○　届出
       安全運転管理者・副安全運転管理者を選任、解任した場合には選任、

     解任した日から１５日以内に公安委員会(事業所を管轄する警察署)に
     届け出なければなりません （オンライン申請可）。

 　　
       ※ 安全運転管理者制度は、道路交通法で選任、解任の届出が義務付

       けられています。
        (道路交通法第７４条の３第５項、第１２０条第２項第３号、第１２１条)

 
 

  Ｑ７　届出に必要な書類は？
 

 

   ○　 届出に必要な書類
 

 　  １　安全運転管理者の場合は、下記⑴～⑶ の書類（各１部）が必要となります。 
 

 　  　⑴　安全運転管理者に関する届出書（様式第１４号）
 

 　　  ⑵　以下のいずれか１通
 　　　　　・運転免許証（両面）の写し

 　　　　　・マイナンバーカード（表面）の写し
 　　　　　・住民票の写し          　　

 　　　　　・運転経歴証明書の写し
  　　　　※　マイナンバーが記載された住民票の写しにより届出する場合は、マイナンバー

 　　　　　　 の記載部分をマスキングするなどの措置が必要となります。 
 

 　　　⑶ 運転記録証明書　 
 　運転記録証明書とは、自動車安全運転センターで発行する過去の

 交通違反、累積点数などについて証明するものです。
 ※ 警察署の交通課窓口において郵便振替払込に必要な振込用紙を　

 入手のうえ、郵便局窓口にて発行手数料(金額は振込用紙を御確
 認ください ）を添えて振込みをお願いします （振替払込手数料。 。

 が別途必要です ）。
 　運転記録証明書は、７日～１５日位（日数は目安です ）で。

 　　　　　　ご自宅等に郵送されます。
 　そのほか、自動車安全運転センター（県免許センター内）に

 直接申請する方法もあります （７日位で郵送されます ）。 。
 　　　　　※ １か月以内に自動車安全運転センターで発行された証明書  

 　　　 ※　 のものを申請してください。　　 過去３年以上の記録
 

　　２　副安全運転管理者（車両台数２０台以上の事業所など）の場合は 下記　、

 　　　⑴～⑶ の書類が必要となります。 
     

 　　　⑴　副安全運転管理者に関する届出書（様式第１５号）



 　　　
 　　　⑵　以下のいずれか１通

 　　　　　・運転免許証（両面）の写し
 　　　　　・マイナンバーカード（表面）の写し

 　　　　　・住民票の写し       　　

 　　　　　・運転経歴証明書の写し
 　　　　　※ 安全運転管理者と同様　

 

 　　　⑶ 運転記録証明書 　
 　　　　　 　※ 安全運転管理者と同様　

 
 
 

 　　※参考
 　　１：Ｑ　届出書はどこで受領するの？

 　　　　Ａ　県下各警察署の交通課にあります。
             警察署交通課で受領してください。

 

 　　２：Ｑ　ホームページからダウンロードはできますか？
 　　　　Ａ　交通企画課のページからワードファイル等によりダウンロード

 　　　　　ができます。
 　　　　　　また、ＰＤＦファイルを使用し、手書きによる提出も可能です。

 

 　　３：Ｑ　届出はどこにするの？
 　　　　Ａ　届出は「使用の本拠の位置」を管轄する警察署交通課の窓口です。

 　　　　　　郵送による届出は受けておりません。
　　　　　　※令和７年１２月１日から、警察行政手続オンライン化システムに

 　　　　　　よる「オンライン申請」も可能となっています。
 

     ４：Ｑ　提出部数は？
 　　　　Ａ　申請に必要な書類各１部の提出してください。

 
 
 

 　　◎　宮城県警察本部交通企画課
 　　　　 ☎０２２－２２１－７１７１（代表）※内線５０２３、５０２４

 

 　　◎　一般社団法人宮城県安全運転管理者協会
          ☎０２２－３６１－０３１３

          ※  一般社団法人宮城県安全運転管理者協会のホームページも
 　　　     ご覧下さい。

 　　　　　 　
 　  講習の日程等は、宮城県安全運転管理者協会にお問い合わせ願います。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 安全運転管理者等に関する届出書
                      １　安全運転管理者用

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 　



 副安全運転管理者用                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


